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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スパッタリング法により、基板上に酸化物半導体の膜を形成するに際し、
　エネルギー線を照射することにより、前記酸化物半導体が結晶化する温度を第２の温度
とし、
　隣接する部分が結晶化することにより、前記酸化物半導体が結晶化する温度を第１の温
度とし、
　前記基板を前記第１の温度以上前記第２の温度未満に加熱しつつ、前記エネルギー線を
照射することにより、１ｎｍ乃至１μｍの部分だけ、前記第２の温度以上の温度にして前
記酸化物半導体の膜を結晶化し、
　前記結晶化されたことにより、前記結晶化された部分に隣接する前記酸化物半導体の膜
が結晶化することを特徴とする結晶性酸化物半導体膜の作製方法。ただし前記１ｎｍ乃至
１μｍは、前記エネルギー線を照射することにより、前記第２の温度以上となった部分の
面積を円周率で除したものの平方根である。
【請求項２】
　請求項１において、前記エネルギー線はレーザー光であることを特徴とする結晶性酸化
物半導体膜の作製方法。
【請求項３】
　請求項１または２において、前記酸化物半導体はインジウムとガリウムと亜鉛を主たる
金属元素として含むことを特徴とする結晶性酸化物半導体膜の作製方法。
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【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか一において、前記結晶性酸化物半導体膜は単結晶であること
を特徴とする結晶性酸化物半導体膜の作製方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
半導体装置を作製するために用いる結晶性酸化物半導体膜の作製方法に関する。なお、本
明細書中において半導体装置とは、半導体的な物性を利用する装置全般を指す。したがっ
て、例えば、トランジスタやダイオード等の半導体素子を用いて構成される表示装置、半
導体回路および電子機器は全て半導体装置である。
【背景技術】
【０００２】
近年、半導体特性を示す酸化物半導体が注目されている。例えば、酸化タングステン、酸
化錫、インジウム－ガリウム－亜鉛系の酸化物（Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物）などがあり
、このような半導体特性を示す酸化物をチャネル形成領域とする薄膜トランジスタが既に
知られている（特許文献１及び特許文献２）。また、特に、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物に
関しては、その物性面での研究も進められている（非特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－１２３８６１号公報
【特許文献２】特開２００７－９６０５５号公報
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】神谷、野村、細野「アモルファス酸化物半導体の物性とデバイス開発の
現状」，固体物理，Ｖｏｌ．４４，ｐ．６２１－６３３　（２００９）．
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
従来、特にインジウム等のｓ軌道の重なりが伝導を担うとされる酸化物においては、結晶
性の差によって、電気輸送特性（典型的には電界効果移動度）に大きな差が見られないこ
とが報告されていた。そして、量産面を考慮すると、特にばらつきが少ないアモルファス
状態であることが好ましいとされてきた（非特許文献１参照）。
【０００６】
しかしながら、本発明者は、アモルファス状態の材料では、高い電圧がかけられた場合や
光が照射された場合のトランジスタのしきい値の安定性等、信頼性の面では不十分である
こと、および、そのような信頼性の面では結晶化度の高い材料が好ましいことを見出した
。結晶性酸化物半導体の信頼性がアモルファス状態の酸化物半導体より優れている理由の
一つを以下に説明する。
【０００７】
結晶性酸化物半導体は、アモルファス酸化物半導体と比較して、金属と酸素の結合（・・
－Ｍ－Ｏ－Ｍ－・・、Ｏは酸素原子、Ｍは金属原子）が秩序化している。すなわち、酸化
物半導体がアモルファス構造の場合は、個々の金属原子によって配位数が異なることも有
り得るが、結晶性酸化物半導体ではほぼ一定となる。そのことにより、微視的な酸素の欠
損が減少し、後述するような「空間」における水素原子（水素イオンを含む）やアルカリ
金属原子の脱着による電荷の移動や不安定性を減少させる効果がある。
【０００８】
一方、アモルファス構造の場合は、個々の金属原子によって配位数が異なるため、金属原
子や酸素原子の濃度が微視的に不均一となり、場所によっては原子の存在しない部分（「
空間」）が存在することがある。そのような「空間」には、例えば、水素原子（水素イオ
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ンを含む）やアルカリ金属原子が捕獲され、場合によっては酸素と結合すると考えられる
。また、そのような「空間」を伝って、それらの原子が移動することも起こりえる。
【０００９】
このような原子の移動は酸化物半導体の特性の変動をもたらすこととなるので、これらの
原子の存在は信頼性の面で大きな問題となる。特に、そのような原子の移動は高い電界や
光エネルギーを印加することにより生ずるので、酸化物半導体をそのような条件で使用す
る場合には、特性が不安定となる。すなわち、アモルファス酸化物半導体の信頼性は結晶
性酸化物半導体より劣ることとなる。
【００１０】
なお、結晶性酸化物半導体においても、上記の「空間」は、例えば、粒界において形成さ
れることが有り得る。すなわち、粒界のある結晶性酸化物半導体は、アモルファス酸化物
半導体と同様に、信頼性に問題を抱えているともいえる。
【００１１】
また、上記のような信頼性の問題に加え、中途半端な結晶性を有する材料（特に、結晶方
位が無秩序な多結晶材料）では、それを用いて半導体素子を作製すると、結晶性のばらつ
きが特性のばらつきの要因ともなる。以上のような理由より、粒界や欠陥の可能な限り少
ない秩序性の高い結晶性材料であることが求められる。このことは、特にチャネル長やチ
ャネル幅が０．５μｍ以下の半導体素子においては強く求められる。
【００１２】
本発明は、このような状況を鑑みてなされたものであり、本発明の一は、結晶性の優れた
酸化物半導体膜を作製する方法を提供するものである。また、本発明の一は、新規の半導
体装置を提供することを課題とする。さらに、本発明の一は、新規の半導体装置の作製方
法を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
本発明の態様の一は、酸化物半導体の膜を形成するに際し、基板を第１の温度以上第２の
温度未満に加熱しつつ、基板の特定の箇所に電子線、電磁波（可視光、紫外光を含む）等
のエネルギー線を照射して、典型的な長さが１ｎｍ乃至１μｍの部分を第２の温度以上の
温度とする。
【００１４】
本発明の態様の一は、スパッタリング法により、酸化物半導体の膜を形成するに際し、基
板を第１の温度以上第２の温度未満に加熱しつつ、典型的な長さが１ｎｍ乃至１μｍの基
板の特定の部分を第２の温度以上の温度に加熱する。
【００１５】
本発明の態様の一は、スパッタリング法により、酸化物半導体の膜を形成するに際し、基
板を第１の温度以上第２の温度未満に加熱しつつ、基板の特定の箇所に電子線、電磁波（
可視光、紫外光を含む）等のエネルギー線を照射して、典型的な長さが１ｎｍ乃至１μｍ
の部分を第２の温度以上の温度とする。
【００１６】
ここで、第１の温度とは、何らかの刺激があれば結晶化する温度であり、第２の温度とは
、刺激がなくとも自発的に結晶化する温度である。また、典型的な長さとは、第２の温度
以上の部分の大きさを規定する長さのことで、その部分の面積を円周率で除したものの平
方根と定義する。その部分の形状が円形であれば半径がそれに相当する。なお、上記の部
分の形状は円形に限らず、正方形、長方形、楕円形その他の形状としてもよい。
【００１７】
上記の条件で成膜をおこなうと、第２の温度以上の温度となった領域のみが優先的に結晶
化する。その他の部分に関しても、第１の温度以上であるので、隣接する部分で結晶化す
れば、それに刺激されて結晶化する。すなわち、優先的に結晶化した部分から周囲に結晶
化が進行する。しかも、優先的に結晶化した部分の結晶方位を維持した結晶成長が起こる
。
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【００１８】
なお、同様なことはアモルファス状態の材料を成膜した後の加熱処理によっても起こりえ
るが、その場合には、膜全体を結晶化させることは困難であり、特にアモルファス状態の
基板（ガラス等）上に形成したアモルファス状態の材料において、第２の温度未満では基
板との界面付近ではほとんど結晶化しない。これは、既に固体であるため、原子の移動の
ために大きなエネルギーが必要とされるためである。
【００１９】
これに対し、成膜時においては、原子の移動が容易であるので、原子の再配列とその結果
である結晶成長が容易に起こる。そのため、上記のようなアモルファス状態の部分の体積
は十分に低減できる。
【００２０】
上記において、第１の温度、第２の温度は酸化物半導体材料によって異なる。例えば、酸
化亜鉛や酸化インジウムは室温でも自発的に結晶化するので、第１の温度、第２の温度と
もに低い。一方、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物のあるもの（特にガリウムの濃度の高いもの
）は２５０℃以上でないと、自発的な結晶化は見られないので、その酸化物では第２の温
度は２５０℃以上である。
【００２１】
優先的に結晶化する領域の大きさは、良好な結晶性酸化物半導体膜を得る上で重要な要素
である。例えば、その領域が多くの結晶を含む場合には、周囲の結晶はそれぞれの結晶方
位の影響を受けて結晶化するので、得られる結晶性酸化物半導体膜は、結晶方位がばらば
らで粒界を含む膜となる。
【００２２】
逆に優先的に結晶化する領域に結晶が１つしかない場合には、周囲の結晶はその１つの結
晶の結晶方位の影響を受けて結晶化するので、得られる結晶性酸化物半導体膜は単結晶あ
るいは実質的に単結晶とみなせる膜となる。
【００２３】
優先的に結晶化する領域の大きさも酸化物半導体材料によって異なる。それは、自発的な
結晶成長によって得られる結晶粒径と同程度と考えればよく、例えば、酸化亜鉛や酸化イ
ンジウムは自発的な結晶成長で、直径数１００ｎｍ程度であり、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化
物では、直径数ｎｍ程度である。
【００２４】
なお、欠陥の少ない結晶性酸化物半導体膜を得るためには、スパッタリング成膜に用いる
ターゲットの不純物も極力、低減することが求められる。例えば、水素原子や水素イオン
、アルカリ金属、アルカリ土類金属等である。
【００２５】
具体的には、二次イオン質量分析（ＳＩＭＳ）法によって測定されるターゲットの含有ア
ルカリ金属濃度を５×１０１６ｃｍ－３以下、含有水素濃度を１×１０１８ｃｍ－３以下
、好ましくは１×１０１７ｃｍ－３以下、さらに好ましくは１×１０１６ｃｍ－３未満と
することで、良質な結晶性酸化物半導体膜が得られる。
【００２６】
より詳細には、ＳＩＭＳ法によって測定されるナトリウムの濃度を５×１０１６ｃｍ－３

以下、好ましくは１×１０１６ｃｍ－３以下、さらに好ましくは１×１０１５ｃｍ－３以
下とする。また、ＳＩＭＳ法によって測定されるリチウムの濃度を５×１０１５ｃｍ－３

以下、好ましくは１×１０１５ｃｍ－３以下とする。また、ＳＩＭＳ法によって測定され
るカリウムの濃度を５×１０１５ｃｍ－３以下、好ましくは１×１０１５ｃｍ－３以下と
する。
【００２７】
これらの不純物を低減することは、良質な結晶性酸化物半導体膜を得るために必要である
のみならず、それを用いて作製される半導体素子の特性を良好なものとする上でも欠かす
ことができない。
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【００２８】
非特許文献１では、酸化物半導体は不純物に対して鈍感であり、膜中にはかなりの金属不
純物が含まれていても問題がなく、ナトリウムのようなアルカリ金属が多量に含まれる廉
価なソーダ石灰ガラスも使えると指摘されている。しかし、このような指摘は適切でない
。
【００２９】
本発明者の知見では、アルカリ金属、及びアルカリ土類金属は酸化物半導体層を用いたト
ランジスタにとっては悪性の不純物であり、少ないほうがよい。特にアルカリ金属のうち
、Ｎａは酸化物半導体層に接する絶縁膜が酸化物であった場合、その中に拡散し、Ｎａ＋

となる。
【００３０】
また、酸化物半導体層内において、金属と酸素の結合を分断し、あるいは結合中に割り込
む。その結果、トランジスタ特性の劣化（例えば、ノーマリオン化（しきい値の負へのシ
フト）、移動度の低下等）をもたらす。加えて、特性のばらつきの原因ともなる。
【００３１】
このような問題は、特に酸化物半導体層中の水素の濃度が十分に低い場合において顕著と
なる。したがって、酸化物半導体層中の水素の濃度が１×１０１８ｃｍ－３以下、特に１
×１０１７ｃｍ－３以下である場合には、アルカリ金属の濃度を上記の値にすることが強
く求められる。上記の要求は、ターゲットだけではなく、得られる結晶性酸化物半導体膜
においても満たすことが好ましい。
【００３２】
なお、ＳＩＭＳ法は、その原理上、試料表面近傍や、材質が異なる膜との積層界面近傍の
データを正確に得ることが困難であることが知られている。不純物濃度の厚さ方向の分布
を、ＳＩＭＳ法で分析する場合、不純物濃度は、対象となる物体の存在する範囲において
、極端な変動が無く、ほぼ一定の強度が得られる領域における最低値を採用する。
【００３３】
また、測定の対象となる物体の厚さが小さい薄膜である場合、隣接する膜中の不純物濃度
の影響を受けて、ほぼ一定の強度の得られる領域を見いだせない場合がある。この場合、
当該膜の存在する領域における、最低値を、不純物濃度として採用する。
【発明の効果】
【００３４】
本発明の一態様は、欠陥の少ない単結晶あるいは実質的に単結晶な酸化物半導体膜を提供
することが可能である。このような酸化物半導体膜を用いて、トランジスタ等を作製する
と、良好な特性で、かつ、信頼性、あるいは電気的安定性に優れたものを得ることができ
る。加えて、素子間の特性のばらつきも低減できる。特に、チャネル長あるいはチャネル
幅が０．５μｍ以下の半導体素子においては、その効果が顕著である。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】成膜装置の概要を示す図。
【図２】基板の温度分布の概念図。
【図３】表示装置の作製工程を説明する断面図。
【図４】ハイブリッド型半導体装置の作製工程を説明する断面図。
【図５】表示装置の作製工程を説明する図。
【図６】ハイブリッド型半導体装置の作製工程およびその回路を説明する図。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
以下では、本発明の実施の形態について図面を用いて説明する。ただし、本発明は以下の
説明に限定されず、その形態および詳細を様々に変更し得ることは、当業者であれば容易
に理解される。ゆえに本発明は以下に示す実施の形態の記載内容に限定して解釈されるも
のではない。また、以下の実施の形態のいずれかで開示された構造や条件等の項目は、他
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の実施の形態においても適宜、組み合わせることができる。
【００３７】
なお、以下の実施の形態では、主としてトランジスタを用いた半導体装置について本発明
の技術思想を適用した例を示すが、本発明の技術思想はトランジスタに限られないことは
容易に理解される。また、以下の実施の形態で用いるゲート、ソース、ドレイン等の用語
は、説明を簡略におこなうために用いるものであり、それらの意味を限定的に解釈すべき
ではない。
【００３８】
例えば、本来であれば、「半導体領域上に設けられた絶縁膜上に半導体領域を横断するよ
うに設けられた導電性領域およびそれと一体のもの」と表現すべきものを、本明細書では
、単に「ゲート電極」と呼ぶ。また、ソースとドレインは本明細書では特に区別せず、一
方をソースと呼んだ場合に他方をドレインと呼ぶ。
【００３９】
さらに、本明細書で酸化物というのは、その物質（化合物を含む）に含まれる酸素の割合
（原子％）が全体の４０％以上のもののことである。
【００４０】
また、本明細書で金属元素とは、希ガス元素、水素、ホウ素、炭素、窒素、１６族元素（
酸素等）、１７族元素（フッ素等）、珪素、燐、ゲルマニウム、砒素、アンチモン以外の
全ての元素のことである。
【００４１】
さらに、本明細書において、ある（１つの）金属元素を主たる金属成分とする、とはその
物質中に金属元素が複数ある中で、当該金属元素が金属元素全体の５０％以上を占める場
合を言う。また、ｎ種の金属元素Ｍ１、Ｍ２、・・、Ｍｎを主たる金属成分とするとは、
金属元素Ｍ１、Ｍ２、・・、Ｍｎのそれぞれの占める比率の総和が金属元素全体の｛（１
－２－ｎ）×１００｝［％］以上を占める場合を言う。
【００４２】
（実施の形態１）
本実施の形態では、結晶性の優れた酸化物半導体膜を作製する装置について図１および図
２を用いて説明する。図１には、本実施の形態で説明する成膜装置の概要を示す。この成
膜装置ではスパッタリング法により酸化物半導体膜を作製する。
【００４３】
成膜装置は、成膜室１０１、排気システム１０２、ガスシステム１０３（ここでは、アル
ゴンのライン１０３＿Ａｒと酸素のライン１０３＿Ｏ２）、基板ホルダー１０４、光学シ
ステム１０６、ターゲットホルダー１０７、窓１０９、電源１１１を有する。
【００４４】
排気システム１０２はターボ分子ポンプ等の真空ポンプを有し、成膜室１０１を真空排気
し、あるいは成膜室１０１を成膜するのに最適な圧力に保つために使用する。特に酸化物
半導体は、水素原子、あるいは水素イオン（陽子）が混入することで、特性が大きく変化
するので、十分な排気性能を有するものが好ましく、クライオポンプ、イオンポンプ、チ
タンサブリメーションポンプなどの吸着型の真空ポンプ、あるいは、ターボ分子ポンプに
コールドトラップを加えたものを用いるとよい。
【００４５】
以上のような排気手段を用いて排気した成膜室は、水素分子や、水（Ｈ２Ｏ）などの水素
原子を含む化合物などが（より好ましくは炭素原子を含む化合物とともに）除去されてい
るため、当該成膜室で成膜した酸化物半導体膜に含まれる不純物の濃度を低減でき、得ら
れる酸化物半導体膜の結晶性を向上させることができる。
【００４６】
また、排気システム１０２からの逆流防止も図ることが好ましい。なお、同様な理由から
、成膜室１０１を含む成膜装置のリークレートを１×１０－１０Ｐａ・ｍ３／秒以下とす
ることも好ましい。
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【００４７】
同様な理由から成膜に用いるガスに関しても、水素、水、水酸基、水素化物などの水素を
含む不純物が十分に除去された高純度ガス（純度９９．９９９９％（６Ｎ）以上、好まし
くは９９．９９９９９％（７Ｎ）以上）を用いることが望ましい。ガスシステム１０３は
そのような高純度ガスを適切に扱えるものであることが求められ、配管内に大気が混入す
ることのないような措置が講じられることが好ましい。
【００４８】
基板ホルダー１０４上には、基板１０５を固定する。基板ホルダー１０４はヒーターある
いは冷却装置を有し、基板の温度を均一に制御できることが好ましい。ターゲットホルダ
ー１０７には、ターゲット１０８を取り付ける。ターゲット１０８は、酸化物半導体を構
成する金属元素を有する酸化物焼結体を用いるとよく、また、それ以外の金属元素の濃度
（原子比）は、１００ｐｐｍ以下であることが望ましい。特に、アルカリ金属およびアル
カリ土類金属の濃度は全体の１０ｐｐｍ以下とすることが好ましい。
【００４９】
より具体的には、ＳＩＭＳ法により測定されるナトリウムの濃度を５×１０１６ｃｍ－３

以下、好ましくは１×１０１６ｃｍ－３以下、さらに好ましくは１×１０１５ｃｍ－３以
下とする。また、ＳＩＭＳ法により測定されるリチウムの濃度を５×１０１５ｃｍ－３以
下、好ましくは１×１０１５ｃｍ－３以下とする。また、ＳＩＭＳ法により測定されるカ
リウムの濃度を５×１０１５ｃｍ－３以下、好ましくは１×１０１５ｃｍ－３以下とする
。
【００５０】
なお、本発明者の調べたところ、成膜時の基板温度を高くすると、アルカリ金属の濃度は
低減することがわかっている。これは、アルカリ金属の蒸気圧が、酸化物半導体を構成す
る他の金属元素の蒸気圧よりも高いために、成膜時に気化するためである。しかしながら
、後述するように本実施の形態では、基板温度を十分に高くできない場合がある。その場
合には、上記のようなアルカリ金属の気化により、濃度を低減することはできない。した
がって、ターゲットに含有されているアルカリ金属の濃度を十分に低くすること以外には
有効な方法はない。
【００５１】
同様に、成膜時の基板温度を高くすることにより、膜中の水素濃度を低減できるが、やは
り本実施の形態では、基板温度を十分に高くできない場合があるので、ターゲットに含有
されている水素の濃度を十分に低くすることが有効である。ＳＩＭＳ法によって測定され
るターゲット中の水素の濃度（水素原子、水素イオン（陽子））は、１×１０１８ｃｍ－

３以下、好ましくは１×１０１７ｃｍ－３以下、さらに好ましくは１×１０１６ｃｍ－３

未満とする。なお、膜中の水素濃度は、成膜後に適切な雰囲気でより高温での熱処理をお
こなうことによっても低減できる。
【００５２】
窓１０９は、成膜室の反応を観察する目的とともに、レーザー光１１０を成膜室内に導入
する目的で設けられる。したがって、使用するレーザー光に対して透明であることが求め
られる。さらに、成膜に伴って、窓が曇ることがあるので、成膜後は窓に付着した堆積物
を除去できるような構造となっていることが好ましい。
【００５３】
光学システム１０６は成膜室に入射したレーザー光１１０を基板１０５上に適切に誘導す
るためのものである。光学システム１０６も、成膜により堆積物が形成されることがある
ので、成膜後はそのような堆積物を除去できるような構造となっていることが好ましい。
【００５４】
電源１１１は、ターゲット１０８表面にプラズマを発生させるためのものである。図では
、交流電源を用いているが、直流を用いてもよい。また、ＲＦ電源等の高周波電源を用い
る場合には、電力が有効に成膜室内に誘導されるようにマッチングボックス等を設ければ
よい。



(8) JP 5940268 B2 2016.6.29

10

20

30

40

50

【００５５】
図２に成膜時の基板１０５の温度分布を模式的に示す。図１に示された矢印ｘにおける基
板１０５の温度は、基板のほとんどの部分で、第１の温度ＴＣ１以上第２の温度ＴＣ２未
満である。ここで、第１の温度ＴＣ１とは、何らかの刺激があれば結晶化する温度であり
、第２の温度ＴＣ２とは、刺激がなくとも自発的に結晶化する温度である。
【００５６】
したがって、第１の温度ＴＣ１以上第２の温度ＴＣ２未満の温度域では、自発的な結晶成
長はおこらないものの、外部からの何らかの刺激により結晶化がおこる温度であり、例え
ば、隣接する部分が結晶化すれば、その影響を受けて、その部分でも結晶化する。
【００５７】
また、レーザー光が照射された領域近傍の温度はＴＣ２以上である。温度がＴＣ２以上で
ある領域の大きさ（典型的な長さ）は、１ｎｍ以上１μｍ以下とするとよいが、最適な値
は、作製する酸化物半導体によって異なる。この領域が広すぎると、領域内に複数の結晶
が独立して成長することとなる。したがって、得られる酸化物半導体膜はそれらの影響を
受けて、結晶方位のばらばらな膜となる。温度がＴＣ２以上である領域が十分に小さけれ
ば、そこに成長する結晶を１つとすることができ、したがって、得られる酸化物半導体膜
は結晶方位の揃った、単結晶あるいは実質的に単結晶の膜となる。
【００５８】
温度ＴＣ１、ＴＣ２は作製する酸化物半導体によって異なるので、それに応じて、基板を
加熱あるいは冷却する必要がある。また、レーザー光の強度を適切なものとすることが求
められる。特に、成膜時にはプラズマの影響で温度が上昇することもあるので、そのこと
も考慮して温度を設定することが好ましい。
【００５９】
上記から明らかなように、基板のほとんどの部分の温度はＴＣ１以上ＴＣ２未満である。
例えば、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物のあるものでは、ＴＣ１は１５０℃以下、ＴＣ２は２
５０℃程度であるので、比較的低温で結晶性酸化物半導体膜を得ることができる。すなわ
ち、基板として耐熱性の十分でない材料を用いることもできる。
【００６０】
なお、成膜の初期段階において、十分な結晶性のある酸化物半導体膜が堆積できるので、
その後は、レーザー光を照射しなくても、結晶性の高い酸化物半導体膜を形成できる。例
えば、厚さ２０ｎｍの酸化物半導体膜を作製する場合、最初の５ｎｍだけレーザー光を照
射しながら作製し、その後は、レーザー光の照射を止めてもよい。
【００６１】
本実施の形態では、基板の局所的な加熱の目的のために、レーザー光を用いる例を示した
が、同様なことは電子ビームを用いてもおこなえる。電子ビームは、レーザー光に比べて
はるかにビーム径を小さくできるので、良質な結晶性酸化物半導体膜を得る目的には好ま
しい。また、微小なヒーターを用いてもよい。例えば、走査型トンネル顕微鏡等の探針に
用いられるような微小な構造物を用いて局所的な加熱をおこなってもよい。
【００６２】
また、酸化物半導体膜を形成する方法はスパッタリング法に限られず、真空蒸着法、原子
層堆積法等を用いてもよい。
【００６３】
（実施の形態２）
本実施の形態では上記の成膜装置を用いて作製した酸化物半導体を用いてトランジスタを
有する表示装置を作製する例を示す。図３（Ａ）乃至（Ｅ）に本実施の形態の表示装置の
作製工程断面を示す。本実施の形態に示すトランジスタは、ゲート電極が半導体層に対し
て基板の反対側に位置するトップゲート型で、かつ、ソース電極とドレイン電極がともに
半導体層の上面にコンタクトするトップコンタクト型である。
【００６４】
以下、作製工程の概略を説明する。図３（Ａ）に示すように、絶縁表面を有する基板２０
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１上に下地絶縁膜２０２を形成する。
【００６５】
基板２０１に使用することができる基板に大きな制限はないが、絶縁表面を有する必要が
ある。例えば、バリウムホウケイ酸ガラスやアルミノホウケイ酸ガラスなどのガラス基板
を用いるとよい。また、これ以外にも、石英、サファイヤ等の絶縁体、あるいは炭化珪素
のように十分に絶縁性の高い半導体を用いてもよい。さらには、珪素、ゲルマニウム、ガ
リウム砒素等、それほど絶縁性の高くない半導体の表面、あるいはドーピングによって導
電性を高めた半導体の表面、さらには銅、アルミニウム等の金属の表面に絶縁膜を形成し
たものを用いてもよい。
【００６６】
下地絶縁膜２０２は、多層もしくは単層とし、最上層には、水素の濃度が１×１０１９ｃ
ｍ－３以下、好ましくは１×１０１８ｃｍ－３以下で、また、過剰な酸素を含有するよう
にスパッタ法で成膜された厚さ３００ｎｍ以上の酸化物膜を用いることが好ましい。また
、基板にトランジスタにとって好ましくない不純物が含まれている場合には、それらをブ
ロッキングする機能を有する絶縁性の材料（例えば、窒化アルミニウム、酸化アルミニウ
ム、窒化珪素等）の膜を下層に設けることが望ましい。
【００６７】
下地絶縁膜２０２の表面は十分に平坦であること、および、その表面に異物が付着してい
ないことが好ましい。平坦性（表面粗さ）に関しては、自乗平均平方根（ＲＭＳ）が１ｎ
ｍ以下、好ましくは０．３ｎｍ以下、より好ましくは０．１ｎｍ以下であるとよい。これ
らの条件は、優れた結晶性を有する酸化物半導体膜を作製する上で有効である。このよう
な平坦な表面を得るためには、基板２０１あるいは下地絶縁膜２０２の表面を研磨して十
分に平坦とするとよい。
【００６８】
次に、実施の形態１に示した方法で結晶性酸化物半導体膜２０３を形成する。結晶性酸化
物半導体膜２０３を形成するための酸化物半導体としては、少なくともインジウム（Ｉｎ
）あるいは亜鉛（Ｚｎ）を含むことが好ましい。特にＩｎとＺｎを含むことが好ましい。
また、該酸化物を用いたトランジスタの電気特性のばらつきを減らすためのスタビライザ
ーとして、それらに加えてガリウム（Ｇａ）を有することが好ましい。また、スタビライ
ザーとしてスズ（Ｓｎ）を有することが好ましい。また、スタビライザーとしてハフニウ
ム（Ｈｆ）を有することが好ましい。また、スタビライザーとしてアルミニウム（Ａｌ）
を有することが好ましい。
【００６９】
また、他のスタビライザーとして、ランタノイドである、ランタン（Ｌａ）、セリウム（
Ｃｅ）、プラセオジム（Ｐｒ）、ネオジム（Ｎｄ）、サマリウム（Ｓｍ）、ユウロピウム
（Ｅｕ）、ガドリニウム（Ｇｄ）、テルビウム（Ｔｂ）、ジスプロシウム（Ｄｙ）、ホル
ミウム（Ｈｏ）、エルビウム（Ｅｒ）、ツリウム（Ｔｍ）、イッテルビウム（Ｙｂ）、ル
テチウム（Ｌｕ）のいずれか一種あるいは複数種を有してもよい。
【００７０】
例えば、酸化物半導体として、酸化インジウム、酸化スズ、酸化亜鉛、二元系金属の酸化
物であるＩｎ－Ｚｎ系酸化物、Ｓｎ－Ｚｎ系酸化物、Ａｌ－Ｚｎ系酸化物、Ｚｎ－Ｍｇ系
酸化物、Ｓｎ－Ｍｇ系酸化物、Ｉｎ－Ｍｇ系酸化物、Ｉｎ－Ｇａ系酸化物、三元系金属の
酸化物であるＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ａｌ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｓｎ－Ｚｎ
系酸化物、Ｓｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物、Ａｌ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物、Ｓｎ－Ａｌ－Ｚｎ系
酸化物、Ｉｎ－Ｈｆ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｌａ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｃｅ－Ｚｎ系酸
化物、Ｉｎ－Ｐｒ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｎｄ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｓｍ－Ｚｎ系酸化
物、Ｉｎ－Ｅｕ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｇｄ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｔｂ－Ｚｎ系酸化物
、Ｉｎ－Ｄｙ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｈｏ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｅｒ－Ｚｎ系酸化物、
Ｉｎ－Ｔｍ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｙｂ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｌｕ－Ｚｎ系酸化物、四
元系金属の酸化物であるＩｎ－Ｓｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｈｆ－Ｇａ－Ｚｎ系酸
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化物、Ｉｎ－Ａｌ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｓｎ－Ａｌ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｓｎ
－Ｈｆ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｈｆ－Ａｌ－Ｚｎ系酸化物を用いることができる。
【００７１】
ここで、酸化インジウムとは、インジウムを主たる金属元素とする（すなわち、金属元素
の５０％以上を占める）酸化物、という意味であり、インジウム以外の金属元素を含んで
もよい。同様に、Ｉｎ－Ｓｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物とは、インジウム、錫、ガリウム、亜
鉛を主たる金属元素とする（すなわち、これらの４つの金属元素が金属元素全体の９３．
８％以上を占める）酸化物、という意味であり、インジウム、錫、ガリウム、亜鉛の比率
は問わない。インジウム、錫、ガリウム、亜鉛以外の金属元素を含んでもよい。
【００７２】
また、酸化物半導体として、ＩｎＭＯ３（ＺｎＯ）ｍ（ｍ＞０、且つ、ｍは整数でない）
で表記される材料を用いてもよい。なお、Ｍは、Ｇａ、Ｆｅ、Ｍｎ及びＣｏから選ばれた
一の金属元素または複数の金属元素を示す。また、酸化物半導体として、Ｉｎ２ＳｎＯ５

（ＺｎＯ）ｎ（ｎ＞０、且つ、ｎは整数）で表記される材料を用いてもよい。
【００７３】
例えば、Ｉｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：１：１（＝１／３：１／３：１／３）あるいはＩｎ：Ｇ
ａ：Ｚｎ＝２：２：１（＝２／５：２／５：１／５）の原子比のＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化
物やその組成の近傍の酸化物を用いることができる。あるいは、Ｉｎ：Ｓｎ：Ｚｎ＝１：
１：１（＝１／３：１／３：１／３）、Ｉｎ：Ｓｎ：Ｚｎ＝２：１：３（＝１／３：１／
６：１／２）あるいはＩｎ：Ｓｎ：Ｚｎ＝２：１：５（＝１／４：１／８：５／８）の原
子比のＩｎ－Ｓｎ－Ｚｎ系酸化物やその組成の近傍の酸化物を用いるとよい。
【００７４】
また、酸化物半導体としてＩｎ－Ｚｎ－Ｏ系の材料を用いる場合、用いるターゲットの組
成比は、原子数比で、Ｉｎ：Ｚｎ＝５０：１～１：２、好ましくはＩｎ：Ｚｎ＝２０：１
～１：１、さらに好ましくはＩｎ：Ｚｎ＝１５：１～１．５：１とする。さらに、原子数
比がＩｎ：Ｚｎ：Ｏ＝１：１：Ｘのとき、Ｘ＞１、好ましくはＸ＞１．５とするとよい。
【００７５】
しかし、これらに限られず、必要とする半導体特性（移動度、しきい値、ばらつき等）に
応じて適切な組成のものを用いればよい。また、必要とする半導体特性を得るために、キ
ャリア濃度や不純物濃度、欠陥密度、金属元素と酸素の原子数比、原子間結合距離、密度
等を適切なものとすることが好ましい。
【００７６】
例えば、Ｉｎ－Ｓｎ－Ｚｎ系酸化物では比較的容易に高い移動度が得られる。しかしなが
ら、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物でも、バルク内欠陥密度を下げることにより移動度を上げ
ることができる。
【００７７】
なお、例えば、Ｉｎ、Ｇａ、Ｚｎの原子数比がＩｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝ａ：ｂ：ｃ（ａ＋ｂ＋
ｃ＝１）である酸化物の組成が、原子数比がＩｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝Ａ：Ｂ：Ｃ（Ａ＋Ｂ＋Ｃ
＝１）の酸化物の組成の近傍であるとは、ａ、ｂ、ｃが、
（ａ―Ａ）２＋（ｂ―Ｂ）２＋（ｃ―Ｃ）２≦ｒ２

を満たすことをいい、ｒは、例えば、０．０５とすればよい。他の酸化物でも同様である
。
【００７８】
本実施の形態では厚さ１ｎｍ以上３０ｎｍ以下の酸化物半導体膜をＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸
化物ターゲット（Ｉｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：１：１［原子比］）を用いて成膜する。ターゲ
ットの充填率は、９０％以上１００％以下、好ましくは９５％以上９９％以下とする。充
填率の高いターゲットを用いることにより、得られる結晶性酸化物半導体膜２０３を結晶
性の良好な膜とすることができる。
【００７９】
結晶性酸化物半導体膜２０３が大気やその後の工程で形成されるレジスト等の有機物に触
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れることを避けるために、その上に、例えば、厚さ、１０ｎｍ乃至５０ｎｍの酸化珪素等
のバリヤ膜２０４を設ける。バリヤ膜２０４は結晶性酸化物半導体膜２０３を形成した後
、結晶性酸化物半導体膜２０３の表面を大気に触れさせないように、連続的に形成するこ
とが好ましい。
【００８０】
次いで、バリヤ膜２０４を成膜後、雰囲気を窒素、または乾燥空気とし、加熱処理を行う
。加熱処理の温度は、２００℃以上４５０℃以下、好ましくは２５０℃以上３８０℃以下
とする。また、加熱処理の時間は１分以上２４時間以下とする。
【００８１】
この加熱処理には、結晶性酸化物半導体膜２０３やバリヤ膜２０４に含まれる水素や水な
どを除去する効果がある。この加熱処理は、上記のタイミングに限らず、結晶性酸化物半
導体膜２０３を形成した後のどのタイミングにおいておこなうことも可能である。また、
同様な脱水化処理、脱水素化処理は、一回に限らず複数回おこなってもよい。
【００８２】
この加熱処理は、例えば、抵抗発熱体などを用いた電気炉に被処理物を導入し、窒素雰囲
気下でおこなうことができる。この間、結晶性酸化物半導体膜２０３の表面を大気に触れ
させず、水や水素が結晶性酸化物半導体膜２０３に混入しないようにする。
【００８３】
この加熱処理に用いる装置は電気炉に限られず、加熱されたガスなどの媒体からの熱伝導
、または熱輻射によって、被処理物を加熱する装置を用いてもよい。例えば、ＧＲＴＡ（
Ｇａｓ　Ｒａｐｉｄ　Ｔｈｅｒｍａｌ　Ａｎｎｅａｌ）装置、ＬＲＴＡ（Ｌａｍｐ　Ｒａ
ｐｉｄ　Ｔｈｅｒｍａｌ　Ａｎｎｅａｌ）装置等のＲＴＡ（Ｒａｐｉｄ　Ｔｈｅｒｍａｌ
　Ａｎｎｅａｌ）装置を用いることができる。
【００８４】
ＬＲＴＡ装置は、ハロゲンランプ、メタルハライドランプ、キセノンアークランプ、カー
ボンアークランプ、高圧ナトリウムランプ、高圧水銀ランプなどのランプから発する光（
電磁波）の輻射により、被処理物を加熱する装置である。ＧＲＴＡ装置は、高温のガスを
用いて熱処理をおこなう装置である。ガスとしては、アルゴンなどの希ガス、または窒素
のような、加熱処理によって被処理物と反応しない不活性気体が用いられる。
【００８５】
例えば、加熱処理として、熱せられた不活性ガス雰囲気中に被処理物を投入し、数分間加
熱した後、当該不活性ガス雰囲気から被処理物を取り出すＧＲＴＡ処理をおこなってもよ
い。ＧＲＴＡ処理を用いると短時間での高温熱処理が可能となる。また、被処理物の耐熱
温度を超える温度条件であっても適用が可能となる。
【００８６】
なお、不活性ガス雰囲気としては、窒素、または希ガス（ヘリウム、ネオン、アルゴン等
）を主成分とする雰囲気であって、水、水素などが含まれない雰囲気を適用するのが望ま
しい。例えば、熱処理装置に導入する窒素や、ヘリウム、ネオン、アルゴン等の希ガスの
純度を、６Ｎ（９９．９９９９％）以上、好ましくは７Ｎ（９９．９９９９９％）以上（
すなわち、不純物濃度が１ｐｐｍ以下、好ましくは０．１ｐｐｍ以下）とする。
【００８７】
さらに、処理中に、不活性ガスを、酸素を含むガスに切り替えてもよい。酸素を含む雰囲
気において加熱処理をおこなうことで、酸素欠損に起因するエネルギーギャップ中の欠陥
準位を低減することができるためである。
【００８８】
なお、この加熱処理によって、結晶性酸化物半導体膜２０３に含まれる不純物を低減する
のみならず、下地絶縁膜２０２から結晶性酸化物半導体膜２０３に酸素が供給され、真性
または真性に限りなく近い半導体とすることができる。すなわち、ドナーに由来するキャ
リア濃度は１×１０１４ｃｍ－３未満、好ましくは１×１０１２ｃｍ－３未満、さらに好
ましくは１×１０１１ｃｍ－３未満とすることができる。
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【００８９】
次いで、結晶性酸化物半導体膜２０３を加工して島状の結晶性酸化物半導体層２０３ａを
形成する。その際、バリヤ膜２０４も同様にエッチングされ、バリヤ層２０４ａとなる。
バリヤ層２０４ａおよび結晶性酸化物半導体層２０３ａへの加工は、所望の形状のレジス
トのマスク２０５をバリヤ膜２０４上に形成した後、当該バリヤ膜２０４および結晶性酸
化物半導体膜２０３を選択的にエッチングすることによっておこなうことができる。マス
ク２０５は、フォトリソグラフィなどの方法を用いて形成することができる。または、イ
ンクジェット法などの方法を用いて形成してもよい（図３（Ｃ）参照）。
【００９０】
結晶性酸化物半導体膜２０３のエッチングは、ドライエッチングでもウェットエッチング
でもよい。もちろん、これらを組み合わせて用いてもよい。エッチング後、マスク２０５
を除去する。さらに、ドライエッチング法等によりバリヤ層２０４ａを除去する。
【００９１】
バリヤ層２０４ａを除去した後、結晶性酸化物半導体層２０３ａの表面が大気に触れない
ような状態で、Ｎ型の導電性を示す酸化物膜と金属等の導電膜を堆積する。すなわち、バ
リヤ層２０４ａをエッチングする装置と、上記のＮ型の導電性を示す酸化物膜と金属等の
導電膜を成膜する装置が、連結されていて、基板を装置外に取り出さずに連続して処理で
きる構造であることが好ましい。これらの成膜にはスパッタリング法を用いればよい。
【００９２】
Ｎ型の酸化物膜としては、酸化インジウム、酸化亜鉛、Ｉｎ－Ｓｎ系酸化物、Ａｌ－Ｚｎ
系酸化物等を用いればよい。なお、Ｎ型の酸化物膜は、その上に形成されるソース電極や
ドレイン電極と結晶性酸化物半導体層２０３ａとの接触抵抗を低減する目的で設けるが、
ソース電極やドレイン電極に用いる金属の種類によっては設けなくてもよい。
【００９３】
導電膜としては、例えば、アルミニウム、クロム、銅、タンタル、チタン、モリブデン、
タングステン等から選ばれた元素を含む金属膜、または上述した元素を主たる金属成分と
する金属窒化物膜（窒化チタン膜、窒化モリブデン膜、窒化タングステン膜）等を用いる
ことができる。
【００９４】
また、Ａｌ、Ｃｕなどの金属膜の下又は上の一方または双方にチタン、モリブデン、タン
グステンなどの高融点金属膜またはそれらの金属窒化物膜（窒化チタン膜、窒化モリブデ
ン膜、窒化タングステン膜）を積層させた構成としてもよい。
【００９５】
そして、これらを所望の形状に加工し、Ｎ型酸化物層２０６ａおよび２０６ｂと、ソース
電極２０７ａとドレイン電極２０７ｂを形成する（図３（Ｄ）参照）。なお、導電膜のエ
ッチングの際に、結晶性酸化物半導体層２０３ａの一部もエッチングされ、結晶性酸化物
半導体層２０３ａに溝部（凹部）が形成されることもある。
【００９６】
上記のエッチング後、結晶性酸化物半導体層２０３ａの表面が大気に触れないような状態
で、ゲート絶縁膜２０８を形成する。すなわち、導電膜やＮ型の酸化物膜をエッチングす
る装置とゲート絶縁膜２０８を成膜する装置が連結されていて、基板を装置外に取り出さ
ずに連続して処理できる構造であることが好ましい。ゲート絶縁膜２０８は公知のスパッ
タリング法、ＣＶＤ法等で、酸化珪素、酸窒化珪素、窒化珪素、酸化アルミニウム、酸化
ハフニウム、酸化イットリウム等を用いて形成すればよい。
【００９７】
また、ゲート絶縁膜２０８の厚さは１０ｎｍ乃至２００ｎｍとするとよい。なお、最適な
ゲート絶縁膜の厚さは、ゲート電極に印加される電圧等によって適宜設定されるものであ
る。一般に、印加される電圧が低ければ、ゲート絶縁膜は薄く設定され、印加される電圧
が高ければ、ゲート絶縁膜は厚く設定される。
【００９８】
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さらに、ゲート電極２０９を形成する。ゲート電極２０９は、モリブデン、チタン、クロ
ム、タンタル、タングステン、アルミニウム、銅等の金属元素またはこれらを主たる金属
元素とする合金材料を用いて、単層または積層して形成することができる。ゲート電極２
０９に用いる材料の仕事関数により、得られるトランジスタのしきい値等が変化するので
、それに応じた選択をする必要がある。以上でトランジスタの基本的な構造が完成する。
【００９９】
さらに、スパッタ法あるいはＣＶＤ法等で第１の層間絶縁物２１０を形成する。第１の層
間絶縁物２１０は、代表的には酸化珪素、酸化窒化珪素、酸化アルミニウム、または酸化
窒化アルミニウムなどの無機絶縁物を用いて形成することができる。特に、水素原子や水
素イオンを透過しない材料であることが好ましい。
【０１００】
第１の層間絶縁物２１０の形成後、表面が平坦な第２の層間絶縁物２１１を形成する。第
２の層間絶縁物２１１は各種有機材料を用いて形成すればよい。そして、ゲート絶縁膜２
０８、第１の層間絶縁物２１０と第２の層間絶縁物２１１を選択的にエッチングして、ド
レイン電極２０７ｂに達するコンタクトホールを形成する。このコンタクトホールを介し
て、ドレイン電極２０７ｂと接触する表示用電極２１２を形成する（図３（Ｅ）参照）。
【０１０１】
表示用電極２１２には、透光性の電極や反射性の電極を用いることができる。透光性の電
極としては、Ｉｎ－Ｓｎ系酸化物やＡｌ－Ｚｎ系酸化物等のバンドギャップが３電子ボル
ト以上の導電性材料を用いることができる。また、金属ナノワイヤ－や厚さ３ｎｍ以下の
炭素膜（グラフェン等）を用いることもできる。反射性の電極としては、各種金属材料（
アルミニウム、銀等）の膜を用いることができる。反射性の電極においては白色を表示す
るには、その表面に不規則な凹凸を設けるとよい。
【０１０２】
図５（Ａ）乃至図５（Ｃ）には上記の作製工程を上方より見た様子を示す。図５の点Ａと
点Ｂを結ぶ点線の断面が図３に相当するが、ここでは、バリヤ膜２０４、ゲート絶縁膜２
０８等は表示していない。図５（Ａ）は、図３（Ｃ）に相当するものである。図５（Ｂ）
は図３（Ｄ）に相当する。また、図５（Ｃ）は図３（Ｄ）で示される工程と、図３（Ｅ）
で示される工程の中間の状態を示す。すなわち、図３（Ｄ）の工程の後、ゲート電極２０
９を形成した直後の様子を示す。
【０１０３】
（実施の形態３）
図４および図６を用いて本実施の形態を説明する。図６は上面図であり、図４はその断面
図である。なお、図６（Ａ）乃至図６（Ｃ）の一点鎖線Ａ－Ｂの断面図を図４に示す。本
実施の形態は、単結晶半導体基板上に形成された半導体回路の上に、酸化物半導体を用い
た別の半導体回路を形成する、いわゆるハイブリッド型半導体装置の例である。
【０１０４】
本実施の形態で作製される半導体装置は、図６（Ｄ）にその回路図を示す半導体メモリ装
置である。図には左右２つのメモリ素子が示されている。各メモリ素子は、酸化物半導体
を用いた第１のトランジスタと、単結晶半導体を用いた第２のトランジスタと、容量素子
を各１つ有し、第１のトランジスタのソースと第２のトランジスタのゲート（３０４ａ、
３０４ｂ）と容量素子の電極は接続されている。
【０１０５】
また、書き込みワード線３１１ａ、３１１ｄはそれぞれ、左右のメモリ素子の第１のトラ
ンジスタのゲートに接続する。また、読み出しワード線３１１ｂ、３１１ｃはそれぞれ、
左右のメモリ素子の容量素子のもう一方の電極に接続する。また、ビット線３１４は、左
右のメモリ素子の第１のトランジスタのドレインと第２のトランジスタのドレインに接続
する。また、ソース線３１５は左右のメモリ素子の第２のトランジスタのソースに接続し
ている。
【０１０６】
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データを書き込む際には、書き込みワード線に行選択信号を与えることにより第１のトラ
ンジスタをオンとし、同時にビット線の電位を書き込むデータに応じたものとすることで
、容量素子に電荷を蓄積する。データ書き込み後は、書き込みワード線の電位を操作して
、第１のトランジスタがオフとなるようにする。その結果、第２のトランジスタのゲート
はフローティングとなる。
【０１０７】
データを読み出す際には、読み出しワード線に行選択信号を与えて、容量素子を介して第
２のトランジスタのゲートの電位を操作し、それに応じて第２のトランジスタがオンオフ
するので、その変化を、ビット線の電位によって察知することでおこなう。
【０１０８】
上記の説明から明らかなように、この構造のメモリ素子では、データの読み出しによって
容量素子から電荷が流出することはないため、容量素子からのリーク電流を可能な限り低
減することで極めて長期間にわたりデータを保存できる。例えば、容量素子の容量を１×
１０－１７Ｆ、第１のトランジスタの非選択時のソースとドレイン間の抵抗を１×１０２

６Ωとし、他に電荷のリークする要因がなければ、容量素子の電荷は１０年後でも、当初
の７３％が保持されている。
【０１０９】
実施の形態２で説明したように、酸化物半導体はキャリア濃度を極めて低くできるため、
非選択時のソースとドレイン間の抵抗を上述のように大きくできる。一方、このような半
導体メモリ装置は、微細化が求められるため、チャネル長、チャネル幅とも５００ｎｍ以
下、典型的には１００ｎｍ以下である。そのような微細な半導体素子においては、半導体
特性のばらつきを低減させるためにも、酸化物半導体の結晶性が十分であることが求めら
れる。
【０１１０】
単結晶半導体素子および半導体回路の作製は公知の技術を用いればよい。図４（Ａ）に示
すように、珪素等の単結晶基板３０１上に素子分離絶縁物３０２を形成し、第２のトラン
ジスタのドレイン３０６ａ、３０６ｃ、第２のトランジスタのソース３０６ｂ、第２のト
ランジスタのゲート絶縁膜３０３ａ、３０３ｂ、第２のトランジスタのゲート３０４ａ、
３０４ｂを形成する。第２のトランジスタのゲート３０４ａ、３０４ｂの側面にはサイド
ウォールを設けてもよい。また、第２のトランジスタのドレイン３０６ａ、３０６ｃ、第
２のトランジスタのソース３０６ｂの表面には、シリサイド層３０５ａ、３０５ｂ、３０
５ｃを設けて、導電性を高めるとよい。このうち、シリサイド層３０５ｂは、上記のソー
ス線３１５としても機能する。なお、この後、水素化処理をおこなってもよい。
【０１１１】
図４（Ａ）を上方より見た様子を図６（Ａ）に示す。なお、第２のトランジスタのゲート
３０４ａ、３０４ｂの側面のサイドウォールは省略してある。
【０１１２】
続いて、多層または単層の第１の層間絶縁物３０７を形成する。第１の層間絶縁物３０７
の表面は十分に平坦であることが好ましく、表面粗さのＲＭＳを１ｎｍ以下、好ましくは
０．３ｎｍ以下、より好ましくは０．１ｎｍ以下とするとよい。そのためには、ＣＭＰ法
等の処理をおこなうとよい。また、第１の層間絶縁物３０７のうち、単結晶半導体素子お
よび半導体回路に接する部分は窒化珪素等の水素を１０％以上含む絶縁膜で形成するとよ
く、その厚さは５０ｎｍ以上とするとよい。また、第１の層間絶縁物３０７の最上層は、
水素の濃度が、１×１０１８ｃｍ－３以下、特に１×１０１７ｃｍ－３以下である酸化珪
素等で形成するとよく、その厚さは３００ｎｍ以上とするとよい。
【０１１３】
その後、実施の形態１で示した方法で、単結晶の酸化物半導体膜を形成する。本実施の形
態では、厚さ３ｎｍ乃至１０ｎｍのＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物半導体膜を形成する。そし
て、これを所望の形状にエッチングすることで酸化物半導体層３０８ａ、３０８ｂを形成
する（図４（Ｂ）参照）。その後、実施の形態２で示したような加熱処理を施す。
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【０１１４】
さらに、第１の層間絶縁物３０７にシリサイド層３０５ａ、３０５ｃおよび第２のトラン
ジスタのゲート３０４ａ、３０４ｂに達するコンタクトホールを形成し、導電膜を形成し
て、これをエッチングし、第１の接続電極３０９ａ、３０９ｂ、３０９ｃ、３０９ｄを形
成する。第１の接続電極３０９ａ、３０９ｄは、各メモリ素子の第１のトランジスタおよ
び第２のトランジスタのドレイン電極となる。また、第１の接続電極３０９ｂ、３０９ｃ
は、各メモリ素子の第１のトランジスタのソース電極となる。
【０１１５】
その後、第１のトランジスタのゲート絶縁膜３１０を形成する。第１のトランジスタのゲ
ート絶縁膜３１０は公知のスパッタリング法、ＣＶＤ法等で、酸化珪素、酸窒化珪素、窒
化珪素、酸化アルミニウム、酸化ハフニウム、酸化イットリウム等を用いて形成すればよ
い。また、第１のトランジスタのゲート絶縁膜３１０の厚さは１０ｎｍ乃至２０ｎｍとす
るとよい。
【０１１６】
その後、導電性の材料で書き込みワード線３１１ａ、３１１ｄ、読み出しワード線３１１
ｂ、３１１ｃを形成する。書き込みワード線３１１ａ、３１１ｄは、各メモリセルの第１
のトランジスタのゲート電極としても機能するものであるので、その目的に適した仕事関
数のものを選択するとよい。第１のトランジスタの非選択時のソースドレイン間の抵抗を
大きくするためには、仕事関数が大きなものを用いるとよい。
【０１１７】
書き込みワード線３１１ａ、３１１ｄ、読み出しワード線３１１ｂ、３１１ｃを形成した
状態を上方より見た様子を図６（Ｂ）に示す。なお、第１の接続電極３０９ａ、３０９ｂ
、３０９ｃ、３０９ｄ、第１のトランジスタのゲート絶縁膜３１０等は省略してある。
【０１１８】
その後、表面の平坦な第２の層間絶縁物３１２を形成し、これと第１のトランジスタのゲ
ート絶縁膜３１０をエッチングして、第１の接続電極３０９ａ、３０９ｄに達するコンタ
クトホールを形成した後、第２の接続電極３１３ａ、３１３ｂを埋め込む。この工程は公
知の半導体技術を援用すればよい。さらに、第２の接続電極３１３ａ、３１３ｂと接する
ビット線３１４を導電性材料で形成する（図４（Ｃ）参照）。
【０１１９】
図４（Ｃ）を上方より見た様子を図６（Ｃ）に示す。なお、第２の層間絶縁物３１２等は
省略してある。本実施の形態では、単結晶半導体素子を形成後のプロセス温度の最高は３
８０℃以下とすることができる。単結晶半導体素子はドナーやアクセプタの拡散技術を用
いているが、高温で処理すると、ドナーやアクセプタが再拡散するためである。この問題
はチャネル長０．１μｍ以下の微細な半導体素子では大きな問題となる。この点に関し、
本実施の形態で示した方法では、ドナーやアクセプタの再拡散が問題とならない温度で実
施できるという特徴がある。
【０１２０】
（実施の形態４）
実施の形態２に開示する表示装置あるいは実施の形態３に開示する半導体装置は、さまざ
まな電子機器（遊技機も含む）に適用することができる。電子機器としては、例えば、テ
レビジョン装置（テレビ、またはテレビジョン受信機ともいう）、コンピュータ用などの
モニタ、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ等のカメラ、デジタルフォトフレーム、
携帯電話機（携帯電話、携帯電話装置ともいう）、携帯型ゲーム機、携帯情報端末、音響
再生装置、パチンコ機などの大型ゲーム機などが挙げられる。
【符号の説明】
【０１２１】
１０１　　成膜室
１０２　　排気システム
１０３　　ガスシステム
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１０４　　基板ホルダー
１０５　　基板
１０６　　光学システム
１０７　　ターゲットホルダー
１０８　　ターゲット
１０９　　窓
１１０　　レーザー光
１１１　　電源
２０１　　基板
２０２　　下地絶縁膜
２０３　　結晶性酸化物半導体膜
２０３ａ　　結晶性酸化物半導体層
２０４　　バリヤ膜
２０４ａ　　バリヤ層
２０５　　マスク
２０６ａ　　Ｎ型酸化物層
２０６ｂ　　Ｎ型酸化物層
２０７ａ　　ソース電極
２０７ｂ　　ドレイン電極
２０８　　ゲート絶縁膜
２０９　　ゲート電極
２１０　　第１の層間絶縁物
２１１　　第２の層間絶縁物
２１２　　表示用電極
３０１　　基板
３０２　　素子分離絶縁物
３０３ａ　　ゲート絶縁膜
３０３ｂ　　ゲート絶縁膜
３０４ａ　　第２のトランジスタのゲート
３０４ｂ　　第２のトランジスタのゲート
３０５ａ　　シリサイド層
３０５ｂ　　シリサイド層
３０５ｃ　　シリサイド層
３０６ａ　　第２のトランジスタのドレイン
３０６ｂ　　第２のトランジスタのソース
３０６ｃ　　第２のトランジスタのドレイン
３０７　　第１の層間絶縁物
３０８ａ　　酸化物半導体層
３０８ｂ　　酸化物半導体層
３０９ａ　　第１の接続電極
３０９ｂ　　第１の接続電極
３０９ｃ　　第１の接続電極
３０９ｄ　　第１の接続電極
３１０　　第１のトランジスタのゲート絶縁膜
３１１ａ　　書き込みワード線
３１１ｂ　　読み出しワード線
３１１ｃ　　読み出しワード線
３１１ｄ　　書き込みワード線
３１２　　第２の層間絶縁物
３１３ａ　　第２の接続電極
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３１３ｂ　　第２の接続電極
３１４　　ビット線
３１５　　ソース線

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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